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熊本県告示第５７６号                                                          
 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により次の指定
障害福祉サービス事業者から変更の届出があったので、同法第５１条の規定により公示す
る。 
  平成２１年６月１６日  
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫  

事業者の名称 事業所の名称 変更前の事業所

の住所 

変更後の事業所

の住所 

変更年月日 

社会福祉法人 菊

愛会 

就労支援センタ

ーかもんゆ～す

菊池市大琳寺２

８８番地１ 

菊池市隈府４６

９番地１０ 

平成２１年

６月１日 
 

 
熊本県告示第５７７号 
 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同法第４９条及び

第１１８１５号 

平成 21 年 6 月 16 日(火)

（毎週 火･金発行） 

 告  示 
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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年
法律第３０号）第１４条第４項においてその例によるものとされた生活保護法第５５条に
おいて準用する同法第４９条の規定により、施術者を次のとおり指定したので、生活保護
法第５５条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関
する法律第１４条第４項においてその例によるものとされた生活保護法第５５条の２の規
定により告示する。 
  平成２１年６月５日 
                        熊本県知事  蒲 島 郁 夫 
（施術者〔柔道整復師〕） 

 施術所名称    施術者     施術所所在地  指定年月日 

たまな整骨院  諸熊 健 玉名市中１３３９番地３ 平成２１年６月

５日 

 
 
熊本県告示第５７８号 
  漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号。以下「法」という。）第１１２条の２第
２項の規定による届出を審査した結果、次の加入区について法第１１２条第１項の規定に
よる同意があったものと認めるので、法第１１２条の２第３項の規定により公示する。 
 なお、平成１７年６月１７日熊本県告示第７９４号で公示した次の加入区の指定漁船を
普通損害保険に付すべき義務は、法第１１３条の２第１項の規定により平成２１年６月１
６日限りで消滅するので、同条第２項の規定により公示する。 
  平成２１年６月１６日 
                                           熊本県知事 蒲 島  郁 夫    
 荒尾加入区 

 
 
熊本県告示第５７９号 
  漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号。以下「法」という。）第１１２条の２第
２項の規定による届出を審査した結果、次の加入区について法第１１２条第１項の規定に
よる同意があったものと認めるので、法第１１２条の２第３項の規定により公示する。 
 なお、平成１７年６月１７日熊本県告示第７９５号で公示した次の加入区の指定漁船を
普通損害保険に付すべき義務は、法第１１３条の２第１項の規定により平成２１年６月１
６日限りで消滅するので、同条第２項の規定により公示する。 
  平成２１年６月１６日 
                                           熊本県知事 蒲 島  郁 夫    
 海路口加入区 

 
 
熊本県告示第５８０号 
  漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号。以下「法」という。）第１１２条の２第
２項の規定による届出を審査した結果、次の加入区について法第１１２条第１項の規定に
よる同意があったものと認めるので、法第１１２条の２第３項の規定により公示する。 
 なお、平成１７年６月１７日熊本県告示第８００号で公示した次の加入区の指定漁船を
普通損害保険に付すべき義務は、法第１１３条の２第１項の規定により平成２１年６月１
６日限りで消滅するので、同条第２項の規定により公示する。 
  平成２１年６月１６日 
                                           熊本県知事 蒲 島  郁 夫    
 樋島加入区 

 
 
熊本県告示第５８１号 
  漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号。以下「法」という。）第１１２条の２第
２項の規定による届出を審査した結果、次の加入区について法第１１２条第１項の規定に
よる同意があったものと認めるので、法第１１２条の２第３項の規定により公示する。 
 なお、平成１７年６月１７日熊本県告示第８０２号で公示した次の加入区の指定漁船を
普通損害保険に付すべき義務は、法第１１３条の２第１項の規定により平成２１年６月１
６日限りで消滅するので、同条第２項の規定により公示する。 
  平成２１年６月１６日 
                                           熊本県知事 蒲 島  郁 夫    
 栖本加入区 

 
 
熊本県告示第５８２号 
  漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号。以下「法」という。）第１１２条の２第
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２項の規定による届出を審査した結果、次の加入区について法第１１２条第１項の規定に
よる同意があったものと認めるので、法第１１２条の２第３項の規定により公示する。 
 なお、平成１７年６月１７日熊本県告示第７９６号で公示した次の加入区の指定漁船を
普通損害保険に付すべき義務は、法第１１３条の２第１項の規定により平成２１年６月１
６日限りで消滅するので、同条第２項の規定により公示する。 
  平成２１年６月１６日 
                                           熊本県知事 蒲 島  郁 夫    
 中加入区 

 
 
熊本県告示第５８３号 
  漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号。以下「法」という。）第１１２条の２第
２項の規定による届出を審査した結果、次の加入区について法第１１２条第１項の規定に
よる同意があったものと認めるので、法第１１２条の２第３項の規定により公示する。 
 なお、平成１７年６月１７日熊本県告示第７９７号で公示した次の加入区の指定漁船を
普通損害保険に付すべき義務は、法第１１３条の２第１項の規定により平成２１年６月１
６日限りで消滅するので、同条第２項の規定により公示する。 
  平成２１年６月１６日 
                                           熊本県知事 蒲 島  郁 夫    
 維和加入区 

 
 
熊本県告示第５８４号 
  漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号。以下「法」という。）第１１２条の２第
２項の規定による届出を審査した結果、次の加入区について法第１１２条第１項の規定に
よる同意があったものと認めるので、法第１１２条の２第３項の規定により公示する。 
 なお、平成１７年６月１７日熊本県告示第７９８号で公示した次の加入区の指定漁船を
普通損害保険に付すべき義務は、法第１１３条の２第１項の規定により平成２１年６月１
６日限りで消滅するので、同条第２項の規定により公示する。 
  平成２１年６月１６日 
                                           熊本県知事 蒲 島  郁 夫    
 上加入区 

 
 
熊本県告示第５８５号 
  漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号。以下「法」という。）第１１２条の２第
２項の規定による届出を審査した結果、次の加入区について法第１１２条第１項の規定に
よる同意があったものと認めるので、法第１１２条の２第３項の規定により公示する。 
 なお、平成１７年６月１７日熊本県告示第７９９号で公示した次の加入区の指定漁船を
普通損害保険に付すべき義務は、法第１１３条の２第１項の規定により平成２１年６月１
６日限りで消滅するので、同条第２項の規定により公示する。 
  平成２１年６月１６日 
                                           熊本県知事 蒲 島  郁 夫    
 湯島加入区 

 
 
熊本県告示第５８６号 
  漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号。以下「法」という。）第１１２条の２第
２項の規定による届出を審査した結果、次の加入区について法第１１２条第１項の規定に
よる同意があったものと認めるので、法第１１２条の２第３項の規定により公示する。 
 なお、平成１７年６月１７日熊本県告示第８０１号で公示した次の加入区の指定漁船を
普通損害保険に付すべき義務は、法第１１３条の２第１項の規定により平成２１年６月１
６日限りで消滅するので、同条第２項の規定により公示する。 
  平成２１年６月１６日 
                                           熊本県知事 蒲 島  郁 夫    
 御所浦加入区 

 
 
熊本県告示第５８７号 
  漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号。以下「法」という。）第１１２条の２第
２項の規定による届出を審査した結果、次の加入区について法第１１２条第１項の規定に
よる同意があったものと認めるので、法第１１２条の２第３項の規定により公示する。 
 なお、平成１７年６月１７日熊本県告示第８０３号で公示した次の加入区の指定漁船を
普通損害保険に付すべき義務は、法第１１３条の２第１項の規定により平成２１年６月１
６日限りで消滅するので、同条第２項の規定により公示する。 
  平成２１年６月１６日 
                                           熊本県知事 蒲 島  郁 夫    
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 佐伊津加入区 
 

 
熊本県告示第５８８号 
  漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号。以下「法」という。）第１１２条の２第
２項の規定による届出を審査した結果、次の加入区について法第１１２条第１項の規定に
よる同意があったものと認めるので、法第１１２条の２第３項の規定により公示する。 
 なお、平成１７年６月１７日熊本県告示第８０４号で公示した次の加入区の指定漁船を
普通損害保険に付すべき義務は、法第１１３条の２第１項の規定により平成２１年６月１
６日限りで消滅するので、同条第２項の規定により公示する。 
  平成２１年６月１６日 
                                           熊本県知事 蒲 島  郁 夫    
 﨑津加入区 

 
 
熊本県告示第５８９号 
  漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号。以下「法」という。）第１１２条の２第
２項の規定による届出を審査した結果、次の加入区について法第１１２条第１項の規定に
よる同意があったものと認めるので、法第１１２条の２第３項の規定により公示する。 
 なお、平成１７年６月１７日熊本県告示第８０６号で公示した次の加入区の指定漁船を
普通損害保険に付すべき義務は、法第１１３条の２第１項の規定により平成２１年６月１
６日限りで消滅するので、同条第２項の規定により公示する。 
  平成２１年６月１６日 
                                           熊本県知事 蒲 島  郁 夫    
 久玉加入区 

 
 
熊本県告示第５９０号 
  漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号。以下「法」という。）第１１２条の２第
２項の規定による届出を審査した結果、次の加入区について法第１１２条第１項の規定に
よる同意があったものと認めるので、法第１１２条の２第３項の規定により公示する。 
 なお、平成１７年６月１７日熊本県告示第８０５号で公示した次の加入区の指定漁船を
普通損害保険に付すべき義務は、法第１１３条の２第１項の規定により平成２１年６月１
６日限りで消滅するので、同条第２項の規定により公示する。 
  平成２１年６月１６日 
                                           熊本県知事 蒲 島  郁 夫    
 深海加入区 

 
 
熊本県告示第５９１号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保 
安林の指定をする。 
  平成２１年６月１６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 保安林の所在場所 熊本県天草市河浦町今富字五反田３１６０番、３２０１番、３２ 
 ０２番、３２１３番、３２１５番２ 
２ 指定の目的 土砂の流出の防備 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    字五反田３２１３番・３２１５番２（以上２筆について次の図に示す部分に限る。） 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林保全課及び熊本県天草地域振興局並びに天草市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第５９２号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次のとおり道路
の供用を開始する。 
 その関係図面は、平成２１年６月１６日から６０日間、熊本県土木部道路保全課におい
て一般の縦覧に供する。 
  平成２１年６月１６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
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１ 道路の種類、路線名及び供用を開始する区間等 

道路の種類 路 線 名   供 用 を 開 始 す る 区 間  延  長 

(メートル) 

備 考

主要地方道 牛深天草線 天草市牛深町字鬼塚 

          ２０６９番２地先から 

同所 

          ２０６５番５地先まで 

   120.0 緊道整

（右折

レーン

設置に

よる拡

幅のた

め） 
２ 供用を開始する期日 平成２１年６月１６日 
 
 
 
 
 
熊本県公告第３１８号 
 次に掲げる土地改良事業に伴う工事が完了したので、土地改良法（昭和２４年法律第１
９５号）第１１３条の２第２項の規定に基づきこの旨を公告する。 
  平成２１年６月１６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

 事業名 地区名  工事着手年月日  工事完了年月日  事業主体

 農業用用  

排水施設 

田代溝  平成１７年１１月３０日  平成２１年４月２８日    人吉市 

 錦町  
 

 
熊本県公告第３１９号 
  測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第１４条第１項の
規定に基づき、荒尾市長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があったので、同条
第３項の規定により公告する。 
    平成２１年６月１６日 
                                                熊本県知事 蒲  島  郁  夫 

作 業 種 類 作 業 期 間 作 業 地 域 

公共測量（都市計画図作成） 平成２１年６月１５日から平

成２２年２月１０日まで 

荒尾市全域 

 
 
熊本県公告第３２０号 
 県有財産を次のとおり売却する。 
  平成２１年６月１６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 物件の表示 
  所在 天草市丸尾町１９５番 
  地目 畑  
  地積 ５５３．７７平方メートル（実測） 
  最低売却価格 ２０，９００，０００円 
２ 入札参加資格 
    次のいずれかに該当する者は、この入札に参加できない。 
  (１)  当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 
  (２) 破産者で復権を得ない者 
 (３) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項各号に掲げ 
   る者で、当該各号に該当する事実があった後２年を経過していないもの 
 (４) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７条）第２ 
   条第２号に規定する暴力団等であるとして熊本県警察本部から排除要請があった者 
３ 入札参加要領・契約条項を示す場所 
    熊本市水前寺六丁目１８番１号 熊本県総務部管財課 ０９６－３３３－２１２２ 
４ 入札期日及び場所 
    平成２１年１０月２０日（火） 午前１１時 
  天草市今釜新町３５３０ 熊本県天草総合庁舎別館会議棟２階 大会議室 
５ 開札期日 入札終了後即時 
６ 入札参加申込書 
  入札に参加しようとする者は、次により所定の入札参加申込書を提出しなければなら 
 ない。 

 公  告 
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   提出方法 持参又は郵送による。 
   提出期限 平成２１年１０月１４日（水）午後５時 
               （郵送の場合は提出期限までに必着） 
   提出先  熊本市水前寺六丁目１８番１号 熊本県総務部管財課 
７ 入札保証金 
  入札に参加しようとする者は、入札金額の１００分の５以上の金額を納付するものと

する。この場合において、納付は、現金又は銀行が振り出し、若しくは支払保証をした
小切手により行わなければならない。なお、落札者が契約を締結しないときは、熊本県
に帰属する。 

８ 契約締結期限 
    平成２１年１１月１３日（金）午後５時 
９ 契約保証金 
    契約しようとする者は、契約金額の１００分の１０以上の金額を契約と同時に納付す 

るものとする。この場合において、納付は、現金又は銀行が振り出し、若しくは支払保 
証をした小切手により行わなければならない。 

１０ その他 
  (１) 売買代金納入期限 契約締結日から３０日以内 
  (２) 契約締結場所 別途指定する。 
 (３) 入札参加者は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法施行令、熊 
   本県財産条例（昭和３９年熊本県条例第２３号）、熊本県会計規則（昭和６０年熊 
   本県規則第１１号）、入札参加要領等を承知のうえ、入札するものとする。 
 (４) 問い合わせ先 
        熊本県総務部管財課（電話０９６－３３３－２１２２） 
 
 
 
 
 
公告 
 熊本県環境影響評価条例（平成１２年熊本県条例第６１号）第２１条第２項の規定に基
づき、有限会社オー・エス収集センター産業廃棄物管理型最終処分場の拡張事業環境影響
評価書を作成したので、同条例第２３条の規定により、次のとおり公告し、関係書類を縦
覧に供する。 
  平成２１年６月１６日 
        有限会社オー・エス収集センター 代表取締役会長 野原 愼藏    
                        代表取締役社長 野原 雅浩    
１ 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 
（１）名称 有限会社オー・エス収集センター 
（２）代表者氏名 代表取締役会長 野原愼藏 
         代表取締役社長 野原雅浩 
（３）所在地 熊本県熊本市楠野町１０４６番地の２ 
２ 対象事業の名称、種類及び規模 
（１）名称 有限会社オー・エス収集センター産業廃棄物管理型最終処分場の拡張事業 
（２）種類  産業廃棄物管理型最終処分場の拡張 
（３）規模  埋立面積 １０２，２００平方メートル 
                    （うち拡張面積８３，０００平方メートル） 
３ 対象事業実施区域の位置 
  熊本県熊本市明徳町字大道下地内、字古閑山屋敷地内、字上市迫地内、字割頭地内 
           字八久保地内、字前畑地内、字糸原屋敷地内、字湯舟地内 
  熊本県熊本市楠野町字板倉地内、字北田地内、字永尾地内、字中原地内、字尾上地内 
           字湯舟地内、字城ヶ下地内 
４ 関係地域の範囲 
  熊本県熊本市小糸山町の一部、明徳町の一部、楠野町の一部及びその周辺 
  熊本県鹿本郡植木町大字鐙田の一部及びその周辺 
５ 評価書の縦覧の場所、期間及び時間 
（１）場所 
      有限会社オー・エス収集センター本社（熊本県熊本市楠野町１０４６番地の２） 
      熊本市役所（１階市政情報プラザ） 
      熊本市北部総合支所（総務課） 
      植木町役場（環境整備課） 
（２）期間 平成２１年６月１６日（火）から平成２１年７月１５日（水）まで 
      （土曜日、日曜日及び祝日を除く。ただし、有限会社オー・エス収集センタ 
       ー本社は土曜日も可。） 
（３）時間 午前８時３０分から午後５時まで 

 
 
熊本県明るい選挙推進協議会公告第１号   
 熊本県明るい選挙推進協議会の会議を、次のとおり開催する。 

 登載依頼 
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 なお、当該会議の傍聴の手続は、次のとおり。 
    平成２１年６月１６日 
                                   熊本県明るい選挙推進協議会 
                                                     会長  吉 田 道 雄   
１ 開催日時 
    平成２１年６月２３日（火） 午後１時３０分から午後２時３０分まで 
２ 開催場所 
  熊本市水前寺六丁目１８番１号 
    熊本県庁新館２階 多目的ＡＶ会議室 
３ 議題 
 (１) 平成２０年度下半期の事業実施状況報告について 
 (２) 平成２１年度明るい選挙推進事業計画について 
 (３) その他 
４ 傍聴者の定員 
    １０人 
５ 傍聴手続 
 (１) 傍聴希望者は、会議の開催予定時刻までに、当該会議の会場において、協議会の 
   会長の許可を得たうえで、会議の会場に入ることができる。 
  (２) 傍聴の手続きは、先着順で行い、定員になり次第終了する。 
６ 問い合わせ先 
  熊本県熊本市水前寺六丁目１８番１号 
  熊本県選挙管理委員会（熊本県総務部市町村総室選挙班） 
  （電話０９６－３３３－２１０４（ダイヤルイン）） 

 
 
熊本県労働委員会告示第３号   
  労働関係調整法（昭和２１年法律第２５号）第１０条の規定に基づくあっせん員候補者
は、次のとおりである。 
    平成２１年６月１６日 
                                    熊本県労働委員会会長  石 橋  洋     

氏      名   現                          職 

石 橋   洋 

 

津 留   清 

 

西 村 一 成 

德 丸 ワカ子 

 

倉 田 榮 喜 

 

稲 田 富貴子 

 

椎 葉 武 文 

 

手 嶋 一 弘 

 

田 北 尚 勝 

 

上 田   淳 

 

西 田 進 一 

 

岩 永 邦 子 

 

沼 田 吉 輝 

 

大 城 由加里 

 

中 川 幸 生 

 熊本県労働委員会会長 

 熊本大学大学院法曹養成研究科教授 

 熊本県労働委員会会長代理 

 弁護士 

 熊本県労働委員会公益委員 

 熊本県労働委員会公益委員 

 社会保険労務士 

 熊本県労働委員会公益委員 

 弁護士 

 熊本県労働委員会労働者委員 

 自治労熊本県本部福祉ユニオン執行委員長 

 熊本県労働委員会労働者委員 

 全九州産交運輸労働組合執行委員長 

 熊本県労働委員会労働者委員                          

 日本労働組合総連合会熊本県連合会会長              

 熊本県労働委員会労働者委員                          

 全日通労働組合熊本県支部執行委員長 

 熊本県労働委員会労働者委員 

 日本労働組合総連合会熊本県連合会事務局長 

 熊本県労働委員会使用者委員 

 西田鉃工株式会社代表取締役社長 

 熊本県労働委員会使用者委員 

 株式会社鶴屋百貨店非常勤顧問 

 熊本県労働委員会使用者委員        

 白鷺電気工業株式会社代表取締役社長 

 熊本県労働委員会使用者委員 

 株式会社レイメイ藤井本店管理部部長 

 熊本県労働委員会使用者委員 
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  熊本県経営者協会専務理事 

井 手 義 隆 

吉 富   寛 

長 野 潤 一 

 熊本県労働委員会事務局長 

 熊本県労働委員会事務局審査調整課長 

 熊本県労働雇用総室長 
 
 
 
 
 
 平成２１年２月２７日熊本県教育委員会規則第４号（教育職員免許状に関する規則の一
部を改正する規則）中に誤りがあったので、次のとおり訂正する。 

ページ   行             正               誤 

１５ １２ 別記第１６号様式 削除 別記第１６号様式を削る。 

 
 
  平成２１年３月３１日熊本県訓令第１７号（熊本県庁処務規程の一部を改正する訓令）
中に誤りがあったので、次のとおり訂正する。 

ページ   行           正             誤 

１１７  ３７  第１５条の２（見出しを含 

 む。）中「部（局）次長」 

 の次に「及び部内局長」を 

 加える。 

 第１５条の２中「部（局）次長」 

 の次に「及び部内局長」を加える。

 
 
 平成２１年３月３１日熊本県訓令第２７号（熊本県熊本土木事務所処務規程の一部を改 
正する訓令）中に誤りがあったので、次のとおり訂正する。 

ページ   行           正             誤 

１４６ 

 

 ３９  附則第２項を削り、附則第 

 １項の項番号を削除する。 

 附則第２項を削る。 

 
 

 正  誤 


